
注１：資源回収取扱業者は市へ登録されている業者となります。

ごみの減量化・資源化にご協力を！
資源回収を支援します！！

補助金額
紙類・布類 １kgあたり 4円 補助

②資源回収団体要件（登録が必要です）

・資源回収を継続的に実施すること
・団体は、概ね１０人以上とすること
・団体は、市内に住所を有する者で組織し、営利を目的としないこと

①補助対象有価物

・紙類 新聞紙、ダンボール、雑誌、牛乳パック等
・布類 衣服、下着等

～再利用できる紙類・布類を回収する登録団体を支援します！～

【資源回収奨励補助事業】

申請の流れ

東松山市 資源回収 検索申請書はインターネットから入手できます！
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【お問合せ先】
東松山市役所 廃棄物対策課 TEL：21-1401 FAX：23-7700

市民の日常生活から排出される廃棄物も、多様化する生活様式によるごみ質の変化により年々増えております。
特に可燃ごみの中で５０％は紙ごみとなっている現状から、ごみの減量及び資源の再利用を促進するため、この
制度は再利用できる紙類・布類の有価物を回収する団体の資源回収事業に対して補助金を交付します。


